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一般社団法人  後見けやき
〒360-0813 埼玉県熊谷市円光1-1-33 いづみマンション304  FAX. 048-580-7182　TEL.048-580-7181

【受付】 平日 午前9時～午後4時30分

▶ホームページもぜひご覧ください! 後見けやき 検索

　後見けやきでは、後見制度の利用普及に関する啓蒙活動を実施しております。
　引き続き、ご本人・支援関係者のみなさまに対する講演・研修会開催についてご相談を受付けておりますのでお問合せくだ
さい。

氏　名 資　格 一　言

顧問 小 屋 野 　 匡 （こやの　まさし） 弁護士
受任が増えてきたことは喜ばしいことでありますが、それ
だけ後見けやきへの期待も大きいものと捉え、改めて気を
引き締めてより誠実な実務を行えるよう努めます。

監事 大久保　栄吾 （おおくぼ　えいご） 税理士 監事として会計、税務などで関わっております。
引き続きよろしくお願いいたします。

監事 畠 中 　 正 夫 （はたけなか　まさお） 社会福祉士 創立時の代表として7年過ごしました、今は監事として家裁
提出書類の監査を行っています。

代表 中 島 　 啓 和 （なかじま　ひろかず） 社会福祉士
精神保健福祉士

後見けやきの基本を徹底し、その時代に即した成年後見制
度をチームワークを駆使して体現してまいります。

副代表 佐 野 　 友 昭 （さの　ともあき） 行政書士 当法人の総務を担っております。これからもよろしくお願
いします

副代表 原 口 　 宙 （はらぐち　ひろし） 社会福祉士
行政書士

皆様のより良い生活が支援できるよう引き続き切磋琢磨し
てまいります。

理事 横 田 　 勉 （よこた　つとむ） 社会福祉士
後見人としてご本人様はじめ、親族、関係機関の皆様に今以
上に信頼され、かつ愛される法人になるよう、丁寧に対応し
てまいります。

理事 内田　江美子 （うちだ　えみこ） 行政書士 本人様の意思決定を尊重しながら、今後も後見活動を行っ
て参ります。

理事 檜和田　樹子 （ひわだ　みきこ） 行政書士 どんな時も丁寧な対応を心掛けます。

理事 町 田 　 晋 也 （まちだ　しんや） 社会福祉士
介護支援専門員 一人ひとり寄り添いながら支援させていただきます。

正会員 青 木 　 直 久 （あおき　なおひさ） 社会福祉士 今後も、本人様の生活を支えていきたいと思います。

正会員 佐 藤 　 洋 子 （さとう　ようこ） 社会福祉士
精神保健福祉士

法人の一員として当職も活動を継続している事、感無量で
す。

正会員 渡 邉 　 桂 （わたなべ　かつら） 社会福祉士
介護支援専門員

「実りある人生」が送れるよう微力ではありますがお手伝い
させていただきます。

正会員 横 森 　 雄 次 （よこもり　ゆうじ） 社会福祉士
介護支援専門員

ご本人の意思を大切にしたかかわりをこれからも提供して
いきます。

正会員 木口　謙太郎 (きぐち　けんたろう) 行政書士
AFP

けやきで後見業務を深く知る機会を頂き感謝しておりま
す。

正会員 木 口 　 美 涼 （きぐち　みすず） 社会保険労務士
薬剤師

成年後見業務以外には障害年金等の社労士業務を行って
おります。受任件数は少ないですがよろしくお願いします。

正会員 渡 邉 　 隆 志 （わたなべ　たかし） 社会保険労務士
社会福祉士 ご本人らしい生き方をつむぐお手伝いをします。

正会員 野 口 　 智 教 （のぐち　ともゆき） 行政書士 有言実行

全役員・会員一覧
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代表理事 　中島　啓和

この10年 つぎの10年

２０１５年４月１日に設立した一般社団法人後見けやき（以降「後見けやき」と記します）は、２０２５
年春に設立満１０年の節目を迎えました。「後見けやき」を支え、育ててくださいました皆様に、感謝
を申し上げます。

「後見けやき」設立当初からの目標である「実働１００件」は、本年2025年度に達成できるものと
見込んでおります。この４月までで、成年後見人等受任件数は、累計１2０件を超える実績となりま
した。残念ながら、この間に被後見人等40名の死後事務も経験させていただきました。担当者は
幾多の感情を覚えながらも事務を遂行しお送りいたしました。
本人の意思を可能な限り尊重した後見事務等を常に心掛けています。

成年後見利用意識の高まりに対して、需要と供給のバランスを勘案しながら、すこしずつ後見事
務等を担う正会員の増員もいたしました。皆で協力してよりよい事業運営を目指します。
正会員に対して、細やかな監督・指導を果たせるよう、一層の努力を継続してまいります。

今春に法人全体で「つぎの１０年のありかた」について協議し、確認をしました。下記のとおり計
画し、業務にあたることといたします。
①　事業規模、会員数は現状を維持すること。
②　基本を徹底し業務の質を良くしていくこと。
③　法人事務の効率化や集約化を図ること。

家族構成員の高年齢化、少子化に伴い、老々介護や遠距離介護、親亡き後の障害のある当事者
への継続的な支援の必要性から、ますます、時代は成年後見人等を求めています。「後見けやき」
代表として懸念するのは２０２５年問題に相応した「成年後見人等の需要の急増加」です。

この10年は「後見けやき」の運営に注力してまいりました。つぎの10年はこの１０年の経験を確
かに業務に反映させ、更なる改善と向上を目指します。法人後見に関係する他者との協力・連携
を更に深め、後見制度が必要な方に十分にいきわたることができるよう心掛けてまいります。また、
後見を担う法人を立ち上げたいと願う方の相談にも応じれば、今後を共生する一助がわずかに為
せるのではないか、と考え始めています。
つぎの１０年とその先も、成年後見人等を必要とする人が、あたりまえに後見制度を活用する社
会、地域共生社会の実現を目指してまいります。　

代表理事あいさつ
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受任件数の推移
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■知的障がい　　　■精神障がい　　　■認知症など
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ご本人の状況（重複あり）

家裁管轄別

　法定後見の内、44％が認知症などの方で、26％、30％が精神、知的障がいの方です。

　当法人事務所の所在する熊谷支部が83件と最も多いですが、その他埼玉県内外でも身近な地
域で支援できる体制を整えています。また、16件の任意後見契約を結び支援を行っています。
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事業報告／事業計画
令和6（2024）年度　事業報告

【組織体制】
　代表理事1名、副代表理事2名、理事3名、正会員10名、監事3名、顧問1名、計20名の体制で活動しました。   
   
【事業内容と運営】
　事業の実施にあたり、継続して運営委員会・業務部会・報告書審査会・理事会・社員総会等を実施してきました。
　（１）当法人が成年・任意・未成年後見人等の事務を受任する事業
　　　・関係機関、制度利用希望者からの具体的相談への対応と受任
　　　・正会員2名加入
　（２）成年後見人等の受任者支援・育成事業
　　　・定例業務部会（月1回）開催
　　　・法人内研修の実施
　（３）成年後見制度の利用普及に関する相談・援助・啓蒙活動事業
　　　・行政、関係機関、利用希望者や申立人からの相談（無償）
　　　・他制度、他事業へのつなぎ
　（４）その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
　　　・「けやき便り（広報誌）」発行
　　　・法人設立10周年式典準備
           
【相談件数・受任件数】
　令和6年度は28件の具体的相談を受け、14件の新規受任が確定しました。

【会計報告】
　令和6年度決算は、事業収益1,917万円、経費1,894万円となりました。
　頂戴した賛助会費106,000円は、低所得等で無報酬となる案件の事務経費に充当しました。有難うございます。

令和7（2025）年度　事業計画

　令和７年度、後見けやきは下記の事業計画・事業目標を策定しました。

【事業計画と目標】
１．当法人が成年・任意・未成年後見人等の事務を受任する事業 
　①各事業の円滑な実施を目指す ②継続した後見事業を行う ③本年末までの受任件数を１４０件とし、取り組む　　
　④法人創立１０年を迎え、継続的事業ができるよう複数年かけ事業体制を整理する

２．成年後見人等の受任者支援、受任者育成事業
　①各部会を重ね成員の資質向上を図る ②定期報告の質を向上させる ③研修を実施し、事務執行者の質を向上する

３．後見制度の利用普及に関する相談・援助・啓蒙活動事業
　①相談には無償で対応する ②他法活用が妥当な場合は関係機関につなげる  ③本人意思を尊重した相談援助　
　④必要な手続・申立てを支援する ⑤事業周知とニーズ把握に努める ⑥県北地域を中心に他団体との協力・連携体
　　制を構築する

４．前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
①広報誌の発行や講演会の実施で理解者、賛助者を募り、会員制度を充実させる　②法人設立１０周年式典を実施する


